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i n f o r m a t i o n

企
業
の
み
な
さ
ん
に
お
知
ら
せ

　
商
工
課

☎
9
6
5
―

5
6
1
1
 

　
市
で
は
、企
業
立
地
促
進
条
例
に
基
づ
き
、

申
請
の
あ
っ
た
該
当
事
業
者
に
対
し
雇
用
奨

励
金
の
交
付
及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除

を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
事
業
】
製
造
業
・
道
路
貨
物
運
送
業
・
こ

ん
包
業
・
卸
売
業
・
電
気
業
・
機
械
修
理
業
・
ソ

フ
ト
ウ
エ
ア
業
等

◎
雇
用
奨
励
金
制
度

【
条
　
件
】
従
業
員
が
5
人
以
上
の
企
業
で
、本

市
に
お
け
る
操
業
開
始
の
日
か
ら
2
年
以
内

に
、1
年
以
上
の
常
時
雇
用
で
市
内
在
住
者

を
新
規
採
用
し
て
い
る
者
。
　
　
　
　
　
　

雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
る
者
。

【
奨
励
金
の
額
】
対
象
従
業
員
1
人
に
つ
き
5

万
円
以
内（
た
だ
し
、1
人
に
つ
き
1
回
限
り
）

【
申
請
書
の
提
出
期
限
】
操
業
開
始
の
日
か
ら

3
年
以
内

◎
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除

【
条
　
件
】
市
内
に
取
得
価
格
が
1
，0
0
0
万

円
以
上
の
施
設
・
設
備
等
を
新
設
又
は
増
設

し
た
青
色
申
告
者
に
対
し
、当
該
設
備
若
し

く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地（
但
し
、そ
の
取

得
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
1
年
以
内
に
建
物

の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）に

係
る
固
定
資
産
税
に
つ
き
、最
初
の
年
度
以
降

5
年
間
課
税
を
免
除
す
る
。

【
申
請
書
の
提
出
期
限
】
課
税
年
度
の
最
初
の

日
の
属
す
る
年
の
1
月
３１
日

平
成
２０
年
う
る
ま
市
名
産
品
等
候
補

申
請
の
受
付

　
観
光
課

☎
9
6
5
―

5
6
3
4
 

　
市
で
は
、う
る
ま
市
名
産
品
等
選
定
要
綱

を
制
定
し
、名
産
品
、推
奨
品
、特
産
品
の
選

定
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
本
市
で
生
産
・
製
造

さ
れ
る
生
産
品
に
つ
い
て
、う
る
ま
市
名
産
品

等
の
選
定
を
受
け
た
い
と
希
望
す
る
事
業
者

（
生
産
者
）は
、左
記
の
と
お
り
申
請
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
申
請
用
紙
に
つ
い
て
は
、観
光
課

の
窓
口
に
準
備
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、う
る

ま
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
対
　
象
】
市
内
事
業
者
・
生
産
者（
う
る
ま
市

内
で
製
造
、生
産
を
行
っ
て
い
る
者
）

【
受
付
場
所
】
観
光
課

【
受
付
期
間
】
１２
月
3
日（
月
）〜
２８
日（
金
）午

前
9
時
〜
午
後
5
時
（
休
日
及
び
正
午
か
ら

午
後
1
時
ま
で
の
間
を
除
く
）

豚
の
被
害

 
与
那
城
地
区
　

 
８
月
〜
１１
月

　
 

　
　
４
回
に
わ
た
り
1
1
1
頭
の
被
害

 
勝
連
地
区
　
　

 
８
月
〜
１１
月
　

　
 

　
　
５
回
に
わ
た
り
８６
頭
の
被
害

 
９
月
〜
１０
月

　
 

　
　
数
回
に
わ
た
り
１
４
１
頭
の
被
害

山
羊
の
被
害

 
石
川
地
区

 
１０
月
　

 
数
カ
所
　
２０
頭
の
被
害

ニ
ワ
ト
リ
の
被
害

 
勝
連
地
区
　

 
８
月

 
１
カ
所
　
１
８
０
羽
の
被
害

北
京
ダ
ッ
ク
　
８
羽
　
七
面
鳥
　
９
羽

 
石
川
地
区
で
１０
月
に
被
害

　　
こ
の
数
ヶ
月
の
間
に
、
野
犬
等
に
よ
る
被

害
が
増
大
し
て
い
ま
す
。
野
犬
は
主
に
捨
て

犬
が
原
因
で
す
。
野
犬
は
集
団
化
し
、
現
在

多
く
の
グ
ル
ー
プ
が
徘
徊
し
て
い
ま
す
。
一

番
何
よ
り
も
恐
れ
る
の
は
、
次
に
人
身
へ
の

被
害
で
す
。
役
所
も
懸
命
な
対
策
を
し
て
い

ま
す
が
、
飼
い
主
も
犬
を
絶
対
に
捨
て
な
い

で
最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
面
倒
を
見
ま
し

ょ
う
。

子
豚
　
３
３
８
頭
　
山
羊
　
１８
頭

北
京
ダ
ッ
ク
・
鶏
等
　
１
９
０
羽
余

一
番
怖
い
人
身
へ
の
被
害
、
捨
て
犬
は
絶
対

や
め
よ
う

子
豚
　
３
３
８
頭
　
山
羊
　
１８
頭

北
京
ダ
ッ
ク
・
鶏
等
　
１
９
０
羽
余

一
番
怖
い
人
身
へ
の
被
害
、
捨
て
犬
は
絶
対

や
め
よ
う

特
別
弔
慰
金
請
求
に
つ
い
て

特
別
弔
慰
金
請
求
に
つ
い
て

　
戦
没
者
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
平
成
１７
年

4
月
1
日
に
お
い
て
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金

等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
第
八
回
特
別

弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】

　
対
象
と
な
る
ご
遺
族
は
次
の
順
番
に
よ
る
先

順
位
の
ご
遺
族
一
人
で
す
。

（
１
）�弔
慰
金
受
給
者

（
２
）�戦
没
者
の
子
　

（
３
）�戦
没
者
と
生
計
を
と
も
に
し
て
い
た
方
で
、

　
　
か
つ
戦
没
者
と
氏
が
同
じ
で
あ
る
①
父
母

　
　
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹
　

（
４
）
右
記
以
外
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄

　
　
弟
姉
妹
　

（
５
）
右
記
1
か
ら
4
以
外
の
ご
遺
族
で
戦
没
者

　
　
等
の
死
亡
時
ま
で
引
続
き
1
年
以
上
生
計

　
　
を
と
も
に
し
て
い
た
三
親
等
内
の
親
族（
甥

　
　
姪
・
叔
父
叔
母
等
）

【
支
給
内
容
】

　
額
面
４０
万
円
、１０
年
償
還
の
記
名
国
債

【
請
求
期
限
】

　
請
求
期
限
は
平
成
２０
年
3
月
３１
日
で
す
。
　

　
こ
れ
ま
で
、特
別
弔
慰
金
を
請
求
し
て
い
た
方

で
、ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
方
や
新
規
該
当
者
で

ま
だ
請
求
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方
は
お
急
ぎ
く

だ
さ
い
。

【
す
で
に
受
付
け
を
終
了
し
た
方
へ
】

　
す
で
に
受
付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、県
及
び

国
に
お
い
て
書
類
を
審
査
中
で
す
が
、債
券
交
付

が
当
初
予
定
よ
り
大
変
遅
れ
て
い
ま
す
。ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
頂

け
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、国
よ
り
債

券
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
に
請
求
書
提
出
後
1
年

半
以
上
日
数
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
交
付
さ
れ

次
第
順
次
請
求
者
の
皆
様
に
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。

【
申
込
期
限
】
平
成
２０
年
3
月
３１
日

環
境
課

　
☎
９
７
３
―

５
５
９
４

市
民
生
活
課

　
☎
9
7
3
―

5
4
8
7

各
地
で
野
犬
被
害
 

甚
大

畜
産
農
家
悲
鳴

各
地
で
野
犬
被
害
 

甚
大

畜
産
農
家
悲
鳴

各
地
で
野
犬
被
害
 

甚
大

畜
産
農
家
悲
鳴


